
 

 

経 済 産 業 省 
 

 

20230324保局第 1号 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及

び解釈について等の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

令和５年３月３１日 

 

 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 

 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運

用及び解釈の基準について等の一部を改正する規程 

 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈

について（２０１９０３０８保局第５号）及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律施行規則の機能性基準の運用について（２０２１０２０３保局第１号）の一部

を別紙の新旧対照表のとおり改める。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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別紙 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について等の一部を改正する規程 

 

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について（２０１９０３０８保局第５号）・・・・・・・・・・・２ 

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について（２０２１０２０３保局第１号）・・・・・・・・・・・２３ 
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○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について（２０１９０３０８保局第５号）新旧対照表 

（改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定

で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重下線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの

は、これを加える。） 

改正後 改正前 

別添１   

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

の運用及び解釈について  

 

第１６条の２（基準適合義務等）関係  

  第２項の命令は、図のような場合、Ｂ県にある供給設備

についてはＡ県知事が行使することとなる。したがって、供

給設備と消費設備の監督行政庁が異なることとなるが、緊急

時等において、一般消費者等が不便を生じないよう関係都道

府県及び指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の１９第１項に規定する指定都市をいう。以下同

じ。）間でこのような設備の所在地等につき十分連絡を図ら

れたい。

 
 

第２７条（保安業務を行う義務）関係  

１．  ［略］  

２．第１項第２号により、保安機関は、一般消費者等に対し

別添１  

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

の運用及び解釈について  

 

第１６条の２（基準適合義務等）関係  

  第２項の命令は、図のような場合、Ｂ県にある供給設備

についてはＡ県知事が行使することとなる。したがって、供

給設備と消費設備の監督行政庁が異なることとなるが、緊急

時等において、一般消費者等が不便を生じないよう関係都道

府県間でこのような設備の所在地等につき十分連絡を図られ

たい。  

 

 

 
 

第２７条（保安業務を行う義務）関係  

１．  ［略］  

２．第１項第２号により、保安機関は、一般消費者等に対し
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消費設備を基準に適合するようにするためにとるべき措置

等を通知する責任を持つが、通知を受けて消費設備の改善

等を行うか否かは、一般消費者等の任意である。  

しかしながら、一般消費者等が消費設備の改善等を行わ

ず、それにより災害の発生するおそれが著しく高いと認め

られる場合には、都道府県又は指定都市は、当該一般消費

者等の住所を管轄する都道府県又は指定都市に当該事由を

連絡するよう保安機関及び販売事業者を指導するととも

に、必要に応じ当該消費者に対し法第３５条の５の規定に

よる基準適合命令をかけることも含め、適切な措置を講じ

られたい。  

３．・４．  ［略］  

 

第２９条（認定）関係  

１．  ［略］   

２．  ［略］   

(1) 保安業務に係る販売所が、二以上の都道府県にまた

がって存在するか、一の都道府県のみに存在するか

（一の指定都市のみに存在する場合を除く。）、一の

指定都市のみに存在するかによって申請先が決まるの

であるから、販売所が同一の液化石油ガス販売事業者

のものであるか否か、また保安業務の区分が都道府県

ごとに異なるか否かを問わず、販売所が二以上の都道

府県にまたがっていれば経済産業大臣に認定の申請を

することとなり、販売所が二以上の市町村（一の都道

府県のみに存在する場合に限る。）にまたがっていれ

ば当該都道府県知事に認定の申請をすることとなる。  

(2) ［略］  

３． (1) 法第２９条第１項の認定を行うのは経済産業大

臣、都道府県知事又は指定都市の長であるが、この認定

は、保安業務を行う者ごとに一の行政庁が行うこととす

消費設備を基準に適合するようにするためにとるべき措置

等を通知する責任を持つが、通知を受けて消費設備の改善

等を行うか否かは、一般消費者等の任意である。  

しかしながら、一般消費者等が消費設備の改善等を行わ

ず、それにより災害の発生するおそれが著しく高いと認め

られる場合には、当該一般消費者等の住所を管轄する都道

府県に当該事由を連絡するよう保安機関及び販売事業者を

指導するとともに、必要に応じ当該消費者に対し法第３５

条の５の規定による基準適合命令をかけることも含め、適

切な措置を講じられたい。  

 

３．・４．  ［略］  

 

第２９条（認定）関係  

１．  ［略］  

２．  ［略］   

(1) 保安業務に係る販売所が、一の都道府県のみに存在

するか、二以上の都道府県にまたがって存在するかに

よって申請先が決まるのであるから、販売所が同一の

液化石油ガス販売事業者のものであるか否か、また保

安業務の区分が都道府県ごとに異なるか否かを問わ

ず、販売所が二以上の都道府県にまたがっていれば経

済産業大臣に認定の申請をすることとなる。  

 

 

 

 

(2) ［略］   

３． (1) 法第２９条第１項の認定を行うのは経済産業大臣

又は都道府県知事であるが、この認定は、保安業務を行

う者ごとに一の行政庁が行うこととする。  
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る。  

(2) 例として、その保安業務に係る販売所が一の都道

府県の区域内のみに存在する保安機関が、新たに別の都

道府県の区域内に存在する販売所についても保安業務を

行う場合は、法第３５条の４において準用する法第６条

の規定により、当該保安機関はその行おうとするすべて

の保安業務区分について、経済産業大臣の認定を受けな

ければならない。また、その保安業務に係る販売所が一

の指定都市の区域内にのみ存在する保安機関が、新たに

別の市町村（当該指定都市と同一の都道府県の市町村に

限る。）の区域内に存在する販売所についても保安業務

を行う場合は、法第３５条の４において準用する法第６

条の規定により、当該保安機関はその行おうとするすべ

ての保安業務区分について、都道府県知事の認定を受け

なければならない。同様に、既に認定を受けている保安

業務区分のうち一部の区分を廃止すること等により、保

安業務に係る販売所が二以上の都道府県から一の都道府

県の区域内のみに存在することとなった場合も、当該保

安機関は、その行おうとするすべての保安業務区分につ

いて、改めて都道府県知事の認定（一の指定都市の区域

内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化

石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に

あっては、当該指定都市の長の認定）を受けなければな

らない。また、既に認定を受けている保安業務区分のう

ち一部の区分を廃止すること等により、保安業務に係る

販売所が二以上の市町村（一の都道府県のみに存在する

場合に限る。）から一の指定都市の区域内にのみ存在す

ることとなった場合も、当該保安機関は、その行おうと

する全ての保安業務区分について、改めて指定都市の長

の認定を受けなければならない。  

４．  ［略］   

 

(2) その保安業務に係る販売所が一の都道府県の区域

内のみに存在する保安機関が、新たに別の都道府県の区

域内に存在する販売所についても保安業務を行う場合

は、法第３５条の４において準用する法第６条の規定に

より、当該保安機関はその行おうとするすべての保安業

務区分について、経済産業大臣の認定を受けなければな

らない。同様に、既に認定を受けている保安業務区分の

うち一部の区分を廃止すること等により、保安業務に係

る販売所が二以上の都道府県から一の都道府県の区域内

のみに存在することとなった場合も、当該保安機関は、

その行おうとするすべての保安業務区分について、改め

て都道府県知事の認定を受けなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．  ［略］  
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第３４条（保安機関の業務等）関係  

１．  ［略］   

２．第１項ただし書中「供給設備又は消費設備の設置の場所

その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、そ

の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、

この限りでない。」としているが、料理飲食店、旅館、学

校、病院その他これらに類する施設（  以下「業務用施

設」という。）  における供給設備又は消費設備の点検調

査の実施について承諾が得られない場合には、保安機関

は、当該一般消費者等に係る販売事業者に対して協力を要

請し、要請を受けた販売事業者は当該一般消費者等から承

諾が得られるよう努めることとする。なお、引き続き当該

一般消費者等が点検調査に応じない場合にあっては、保安

機関は、販売事業者に対して、当該業務用施設の所在地を

管轄する都道府県又は指定都市に連絡するよう促すことと

する。また、当該連絡を受けた都道府県又は指定都市は、

必要に応じ、当該一般消費者等に対し、供給設備又は消費

設備の点検調査に応じるよう指導されたい。  

３．第１項ただし書中「所有者又は占有者の承諾を得ること

ができないとき」（  以下３  ．において「調査拒否」とい

う。）の例としては、供給設備又は消費設備の点検調査に

係る訪問時に対面で拒否された場合のほか、消費設備の調

査に係る訪問時に不在であって、連絡票を入れたにもかか

わらず連絡等がない場合が挙げられる。この場合、調査又

は再調査のために三回以上訪問したが、所有者又は占有者

から連絡等がない場合も、調査拒否と同様の取扱いとす

る。なお、各都道府県及び指定都市は、保安機関に対し

て、一般消費者等にあらかじめ点検調査の日時を連絡した

り、一般消費者等の都合が良い調査日時を設定したり、前

 

 

第３４条（保安機関の業務等）関係  

１．  ［略］   

２．第１項ただし書中「供給設備又は消費設備の設置の場所

その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、そ

の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、

この限りでない。」としているが、料理飲食店、旅館、学

校、病院その他これらに類する施設（  以下「業務用施

設」という。）  における供給設備又は消費設備の点検調

査の実施について承諾が得られない場合には、保安機関

は、当該一般消費者等に係る販売事業者に対して協力を要

請し、要請を受けた販売事業者は当該一般消費者等から承

諾が得られるよう努めることとする。なお、引き続き当該

一般消費者等が点検調査に応じない場合にあっては、保安

機関は、販売事業者に対して、当該業務用施設の所在地を

管轄する都道府県知事に連絡するよう促すこととする。ま

た、当該連絡を受けた都道府県知事は、必要に応じ、当該

一般消費者等に対し、供給設備又は消費設備の点検調査に

応じるよう指導されたい。  

３．第１項ただし書中「所有者又は占有者の承諾を得ること

ができないとき」（  以下３  ．において「調査拒否」とい

う。）の例としては、供給設備又は消費設備の点検調査に

係る訪問時に対面で拒否された場合のほか、消費設備の調

査に係る訪問時に不在であって、連絡票を入れたにもかか

わらず連絡等がない場合が挙げられる。この場合、調査又

は再調査のために三回以上訪問したが、所有者又は占有者

から連絡等がない場合も、調査拒否と同様の取扱いとす

る。なお、各都道府県知事は、保安機関に対して、一般消

費者等にあらかじめ点検調査の日時を連絡したり、一般消

費者等の都合が良い調査日時を設定したり、前回と別の曜
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回と別の曜日に再訪問を行うなど、訪問時に不在である確

率を減らすよう指導されたい。  

４．  ［略］  

(1)～ (4) ［略］   

 

第８３条（立入検査等）関係  

１．液化石油ガス販売事業者の事務所、営業所等については

本条の規定によるほか、高圧ガス保安法第６２条第１項の

規定により、経済産業省、都道府県及び指定都市の職員は

立入検査をすることができる。  

これは、高圧ガス保安法は、いわば、本法の母法であ

り、液化石油ガス販売事業者については高圧ガス保安法も

適用される（例えば、第２３条、第３９条等）からであ

る。  

２．  ［略］  

 

［削除］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日に再訪問を行うなど、訪問時に不在である確率を減らす

よう指導されたい。  

４．  ［略］   

(1)～ (4) ［略］  

 

第８３条（立入検査等）関係  

１．液化石油ガス販売事業者の事務所、営業所等については

本条の規定によるほか、高圧ガス保安法第６２条第１項の

規定により、経済産業省及び都道府県の職員は立入検査を

することができる。  

これは、高圧ガス保安法は、いわば、本法の母法であ

り、液化石油ガス販売事業者については高圧ガス保安法も

適用される（例えば、第２３条、第３９条等）からであ

る。  

２．  ［略］  

 

昭和４２年法律第１４９号附則第８条（高圧ガス取締法の一

部改正）関係  

１．本条は、本法と高圧ガス取締法とによる二重規則を排除

し、また液化石油ガス販売事業者について高圧ガス取締法

の必要条項を適用するため、高圧ガス取締法に改正を加え

る規定である。  

２．第６条の改正  

本法第３条第１項の許可との重複を排除するためのもの

である。すなわち、一般消費者等に対する液化石油ガスの

販売の事業については、本法の許可を受ければよく、高圧

ガス取締法第６条の許可は受ける必要がない。  

なお、一般消費者等以外の者（工業用の消費者、最終需

要者でない購入者）に対する液化石油ガスの販売の事業を

営もうとするときは、本法第３条第１項の許可を受けてい

ると否とにかかわらず高圧ガス取締法第６条の許可が必要
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である。  

３．第１５条、第１６条の改正  

  液化石油ガス販売事業者がその許可を受けたところに従

ってする液化石油ガスの貯蔵については、高圧ガス取締法

の規制は行わないこととするための改正である。  

４．第２４条の改正  

  消費設備の設置等の工事に対する本法との二重規制を排

除するための改正である。  

５．第２９条、第３０条の改正  

  本法違反を販売主任者免状等の交付の欠格事由及び返納

事由とするための改正である。  

６．第３７条の改正  

  何人も液化石油ガス販売事業者の販売所においては火気

を取り扱う等のことをしてはならないこととするための改

正である。  

７．第３９条の改正  

  液化石油ガス販売事業者に対し、同条の緊急措置を発動

しうることとするための改正である。  

８．第５９条の９の改正  

  高圧ガス保安協会の会員資格者にこの法律関係の事業者

等を加えるための改正である。  

９．第５９条の２８～第５９条の３０の改正  

  高圧ガス保安協会の業務に、本法関係のものを追加する

とともに、これに伴う規定の整備をするための改正であ

る。  

１０．第６１条～第６４条の改正  

  液化石油ガス販売事業者に対しても、これらの規定が適

用されるようにするための改正である。  

１１．第７４条の改正  

  本法第８７条第１項との均衡上、液化石油ガスの「充て

ん所」等の許可をした場合、消防機関に対し、その旨通報
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することとするための改正である。  

 

昭和４２年法律第１４９号附則第１０条（地方税法の一部改

正）関係  

 地方税法第３４８条第２項第６号の３により、高圧ガス取

締法第６条の許可を受けた液化石油ガスの販売業者の障壁等

については、固定資産税を課さないこととされているが、本

法の液化石油ガス販売事業者についても同様とするための改

正である。  

 

昭和５３年法律第８５号附則（以下「附則」という。）第１

条関係  

１．第１条ただし書においては、上記施行年月日の例外とし

て第１号に規定する事項については公布の日から、第２号

に規定する事項については、改正法公布の日から起算して

３年３月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行するものとし、所要の手当を行ったが、施行期日を延期

したのは法の円滑な施行を配慮したためである。  

２．第１条第２号をもって施行期日が延期される事項は次の

とおり  

①  法第３８条の７（液化石油ガス設備工事の作業に関す

る制限）  

②  法第３８条の８（液化石油ガス設備士の義務）  

③  法第３８条の９（液化石油ガス設備士の講習）  

④  法第３８条の１０（特定液化石油ガス設備工事事業の

届出）  

⑤  法第３８条の１１（施工後の表示）  

⑥  法第３８条の１２（記録の保存等）  

⑦  法第３８条の１３（器具の備付け）  

 

昭和５３年法律第８５号附則第４条関係  
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 本条においては昭和５４年４月１日から附則第１条ただし

書第２号に定める日までの間は改正前の第３７条第１項に規

定する配管設備の設置又は変更の工事については、なお、従

前の例によることとされているが「従前の例による」とは、

改正前の第３７条第１項の規定がそのまま適用されることを

意味する。  

したがって、その取扱いは以下のとおりとなる。  

①  監督者制度は、従前どおり存続することとなり、改正

前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行令第４条の条件を充たす者に対しては、認定

書の交付を行って差し支えない。  

したがって認定書の交付等は、以下により行われた

い。  

Ⅰ  第１号から第２号までの「液化石油ガスの配管設備

の工事」の経験の認定及び４による認定書の交付は、

次の方式により、原則として都道府県知事がするもの

とする。  

(1) 申請の日前１年間に申請者の従事していた事業所

が行った液化石油ガスの配管設備の工事に関する施

工年月日、施工場所、施工従事者、規模（貯蔵能力

及び当該工事にかかる配管の長さ）及び配管工事収

入を事業主が明らかにした書面（以下「工事台帳」

という。）に責任ある民間団体の証明書を添えて提

出させること。  

(2) １年以上従事した認定の方法  

イ  申請者が法第３条の許可を受けた液化石油ガス

販売事業者の販売所に勤務している規則第１９

条第２項の規定する消費設備の調査を行う資格

を有する者であって配管設備の工事に従事する

者である場合は (1)の工事台帳によって申請者が

液化石油ガスの配管設備の工事を１２回以上行
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っていることを確認すること。  

ロ  イ以外の者である場合は、 (1)の工事台帳によ

って申請が液化石油ガスの配管設備の工事を２

４回以上行っていることを確認すること。  

(3) ２年以上従事した経験の認定の方法  

(2)のイ及びロに準ずる。  

(4) (2)のイ及びロにおいて「液化石油ガスの配管設

備の工事」とは、貯蔵能力５０ｋｇ以上の消費設備

にかかる延長１ｍ以上の気密試験の実施を伴う硬質

配管の設置、増設（延長）又は変更（修理）をいう

ものとする。なお、液化石油ガス以外の配管設備の

工事は含まない。  

Ⅱ  本条の運用を適確に行うため、該当者には次の様式

第１の証明書を交付し、所持させるものとする。な

お、認定書の交付を受けた者であって、その者が監督

し又は自ら行った配管設備の工事が液化石油ガスの災

害事故の原因となった場合のものについては、その認

定書を返納させるものとする。  
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②  なお、監督者の資格を有している者であっても、改正

法施行後は設備士でなければ法第３８条の７に規定する

液化石油ガス設備工事の作業に従事することができなく

なるので監督者の資格を有する者であっても、法第３８

条の４第２項に定める液化石油ガス設備士試験に合格す

るか又は同項第２号に規定する講習を受講する等により

設備士免状の交付を受けていることが必要である。  

 

昭和５３年法律第８５号附則第５条関係  

 本条は特定液化石油ガス設備工事事業の届出が、法第３８

条の１０の規定により「当該事業所における事業の開始の日

から３０日以内」とされていること、また同条の施行が附則

第１条ただし書第２号の規定に基づき、改正法の公布の日か

ら起算して３年３月を超えない範囲内において政令で定める

日（以下「特定日」という。）まで延期されていることとの

関連において特定日に現に改正後の第３８条の１０第１項の

特定液化石油ガス設備工事を行っている者（以下「既存事業

者」という。）の事業開始日が不明確になることを回避する

ため同条の「事業の開始の日」を既存事業者については、特

定日と定めることにより画一的に処理することとした規定で
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ある。  

したがって、既存事業者は特定日から１０日以内に届け出

ることを要し、その違反に対しては法第１０１条で罰金に処

せられることとなっているので、都道府県においては事前に

関係業界に周知し、届出に遺漏のないよう指導されたい。  

 

平成８年法律第１４号附則第４条第４項関係  

１．平成８年法律第１４号附則第４条第４項の規定は、液化

石油ガス販売事業者が、旧法において許可を受けた内容を

変更することなく引き続き液化石油ガス販売事業を行う場

合の経過措置であるから、保安機関としての認定を受けず

に「保安業務を行うことができる」範囲は、法施行の際現

に許可を受けている販売所と販売契約を締結している一般

消費者等に加え、当該販売所と法施行日以降に販売契約を

締結した一般消費者等も含まれる。  

２．保安機関の認定は保安業務区分に従って受けるのである

から、液化石油ガス販売事業者が一部の保安業務区分の認

定を受けた場合であっても、認定を受けていない保安業務

区分の業務を行おうとする場合には、同項の規定が適用さ

れる。  

  また、液化石油ガス販売事業者の許可を受けた販売所が

複数であって、それぞれの販売所が保安機関の認定を受け

た場合、他の販売所が認定を受けた保安業務区分にかかわ

らず、その販売所（事業所）で認定を受けた保安業務区分

以外の保安業務については、経過措置が適用される。  

なお、認定を受けた区分については経過措置が適用され

ないので、当該区分における一般消費者等に係る保安業務

を販売事業者として他の者に委託する場合には、委託を受

ける者は保安機関でなければならない  。  

  （例）  

  液化石油ガス販売事業者がＡ、Ｂ、Ｃの３つの販売所を
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保安機関の事業所として認定された場合  

 

 

供給開始

時点検・

調査 

容器交換

時等供給

設備点検 

定期供給

設備点検 

定期消費

設備点検 

周  知 緊急時対

応 

緊急時連

絡 

Ａ販売所 ○ ○   ○   

Ｂ販売所   ○   ○  

Ｃ販売所  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  この場合、Ａ販売所はＢ及びＣ販売所の認定の状況にか

かわらず、定期供給設備点検、定期消費設備調査、緊急時

対応、緊急時連絡については、経過措置が適用される。ま

た、Ｂ販売所はＡ及びＣ販売所の認定の状況にかかわら

ず、供給開始時点検・調査、容器交換時等供給設備点検、

定期消費設備調査、周知については経過措置が適用され

る。なお、Ｃ販売所の供給開始時点検・調査については、

すでに容器交換時等供給設備点検に関する点検のうち供給

開始時に行うもの、定期供給設備点検に関する点検のうち

供給開始時に行うもの、定期消費設備調査に関する調査の

うち供給開始時に行う調査は  それぞれ実施できるわけで

あるから、供給開始時点検・調査の認定を受けていなくと

も、認定を受けたものとして当該区分に関する経過措置は

適用されない。  

３．液化石油ガス販売事業者が、その販売契約を締結してい

る一般消費者等について行うべき保安業務を、業務主任者

の監督の下、他の者に代行させている場合にあっても、液

化石油ガス販売事業者が自ら保安業務を行う場合と同様に

本項の経過措置が適用される。  

４．平成９年４月１日以降に販売所を新設し、登録の変更を

行った場合には、本項の経過措置は適用されないため、当

該新設した販売所に係る一般消費者等については、保安機

関の認定を受けている者に保安業務を委託するか、自ら保

安機関の認定を受け保安業務を実施しなければならない。
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ただし、既存の販売所を廃止し、当該販売所に係る一般消

費者等のすべてに従前どおり液化石油ガスを供給すること

ができる範囲内に販売所を設置する場合は、単に販売所を

移設したにすぎないので、当該販売所については経過措置

が適用される。  

５．商法第１６８条の４に規定される最低資本金を下回るよ

うになったこと等のために法人から個人に移行している者

で新たに許可を受けていない者は、液化石油ガス販売事業

者として許可を受けた者とみなすことはできない。  

 

平成８年法律第１４号附則第５条関係  

１．旧法によって行われた処分及び手続等は、新法の相当規

定によるものとみなすのであるから、旧法第３条第１項又

は第８条第１項の許可を受けた販売施設又は特定供給設備

であって、新法第３６条第１項の許可の対象となるもの

は、新法施行時に旧法第１２条の使用前検査を受けていな

い場合には、新法第３７条の３第１項の規定による完成検

査を受けなければ、当該設備等を使用することはできな

い。  

  なお、新法第３６条第１項の許可の対象とならないもの

については、完成検査を受ける必要はない。  

２．旧法第３条又は第８条の申請を受理した場合であって、

平成９年３月３１日までに許可を与えられない場合の取り

扱いについては、新法の相当規定の処分を行うことになる

ので、販売事業の許可の申請については販売事業の登録に

係る処分を、販売所の新設に係る許可の申請については販

売事業の登録の変更の届出に係る処分を行い、特定供給設

備の許可の申請については、当該設備が新法第３６条第１

項の許可対象設備である場合には許可に係る処分を行い、

許可対象外設備である場合には行政行為は発生しないこと

となる。  
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別添２  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行令の運用及び解釈について  

 

第１３条（都道府県又は市が処理する事務）関係  

１．第１項の規定により、供給設備に係る法第１６条の２第

２項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務は、

当該供給設備に係る販売所の所在地を管轄する都道府県知

事（指定都市の区域内にあっては、指定都市の長）が行う

こととなる。  

これは、保安の確保の実効性の観点から都道府県知事又

は指定都市の長が処理する事務とするものである。  

２．第２項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長

は、法第３条第１項の登録を経済産業大臣が行った液化石

油ガス販売事業者及び第１４条第１項の権限の委任に基づ

き経済産業局長及び産業保安監督部長が行った液化石油ガ

ス販売事業者について、報告徴収の事務を行うこととな

る。  

３．第３項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長

は、法第３条第１項の登録を経済産業大臣が行った液化石

３．附則第４条第５項の規定により、旧法第３７条第１項の

認定を受けていた者が新法第２９条第１項の認定を受けた

ものとみなされる場合においては、本条の規定により、旧

法第３７条の６第１項の認可を受けた調査業務規程は新法

第３５条第１項前段の認可を受けた保安業務規程とみなさ  

れる。ただし、規則等の改正に伴い、業務の内容を変更す

る場合は、新法第３５条第１項後段の変更の認可が必要で

ある。なお、改正前の条番号を引用している部分について

は、新法第２９条第１項の認定、新法第３３条第１項の認

可等を受ける際に併せて保安業務規程の変更の認可を受け

ることが望ましい。  

 

別添２  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行令の運用及び解釈について  

 

第１３条（都道府県又は市が処理する事務）関係  

１．第１項の規定により、供給設備に係る法第１６条の２第

２項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務は、

当該供給設備に係る販売所の所在地を管轄する都道府県知

事が行うこととなる。  

 

これは、保安の確保の実効性の観点から都道府県知事が

処理する事務とするものである。  

２．第２項の規定により、都道府県知事は、法第３条第１項

の登録を経済産業大臣が行ったもの及び第１４条第１項の

権限の委任に基づき経済産業局長及び産業保安監督部長が

行ったものについて、報告徴収の事務を行うこととなる。  

 

 

３．第３項の規定により、都道府県知事は、法第３条第１項

の登録を経済産業大臣が行ったもの及び第１４条第１項の
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油ガス販売事業者及び第１４条第１項の権限の委任に基づ

き経済産業局長及び産業保安監督部長が行った液化石油ガ

ス販売事業者について、立入検査の事務を行うこととな

る。  

なお、都道府県知事又は指定都市の長は、その管轄区域

内に販売所を有する液化石油ガス販売事業者に係る供給設

備であれば、当該都道府県知事（指定都市の区域内にあっ

ては、指定都市の長）の管轄区域外に設置されているもの

についても立入検査をすることができる。  

４．第４項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長

は、法第２９条第１項の認定を経済産業大臣が行った保安

機関及び第１４条第４項の権限の委任に基づき産業保安監

督部長が行った保安機関について、報告徴収及び立入検査

の事務を行うこととなる。  

なお、都道府県知事又は指定都市の長は、その管轄区域

内の液化石油ガス販売事業者の販売所に係る保安業務を行

っている保安機関の事業所であれば、当該都道府県知事

（指定都市の区域内にあっては、指定都市の長）の管轄区

域外に所在地があるものについても立入検査をすることが

できる。  

 

 

別添４  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行規則の運用及び解釈について  

 

第４条（販売事業の登録申請等）関係  

１．～６．  ［略］  

７．様式１中、「登録番号」とは、次のとおりとする。  

(1) 登録番号は、行政庁を識別する番号等と、液化石油ガ

ス販売事業者ごとに付す番号等から構成する。  

(2) 行政庁を識別する番号等の冒頭は、別表第１に対応する

権限の委任に基づき経済産業局長及び産業保安監督部長が

行ったものについて、立入検査の事務を行うこととなる。  

なお、都道府県知事は、その管轄区域内に販売所を有す

る液化石油ガス販売事業者に係る供給設備であれば、当該

都道府県知事の管轄区域外に設置されているものについて

も立入検査をすることができる。  

 

 

 

４．第４項の規定により、都道府県知事は、法第２９条第１

項の認定を経済産業大臣が行ったもの及び第１４条第４項

の権限の委任に基づき産業保安監督部長が行ったものにつ

いて、報告徴収及び立入検査の事務を行うこととなる。  

なお、都道府県知事は、その管轄区域内の液化石油ガス

販売事業者の販売所に係る保安業務を行っている保安機関

の事業所であれば、当該都道府県知事の管轄区域外に所在

地があるものについても立入検査をすることができる。  

 

 

 

 

 

別添４  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行規則の運用及び解釈について  

 

第４条（販売事業の登録申請等）関係  

１．～６．  ［略］  

７．［新設］  
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番号等とする。  

(3) 別表第１に対応する番号等以降は、必要に応じて任意

の番号等を付す。  

(4) ただし、指定都市は、令和５年４月１日付で都道府県

知事から指定都市の長へ権限が移譲されることにより、

指 定 都 市 の 長 が 登 録 し た と み な さ れ る 液 化 石 油 ガ ス 販

売事業者に対して、指定都市の判断により、従前から付

さ れ て い る 行 政 庁 を 識 別 す る 番 号 等 を 使 用 す る こ と が

できる。  

(5) 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 付 で 都 道 府 県 知 事 か ら 指 定 都 市 の

長へ権限が移譲されることに伴い、同一都道府県内の行

政庁は、２以上の液化石油ガス販売事業者に対して同一

の登録番号を付すことがないよう、十分関係自治体間の

連絡を図られたい。  

 

第３０条  （認定の申請）関係  

１．様式第１２中「認定番号」とは、次のとおりとする。  

(1) 認定番号は、行政庁を識別する番号等と、保安機関ご

とに付す番号等、保安業務区分に対応する記号から構成

する。  

(2) 行政庁を識別する番号等の冒頭は、別表第１に対応す

る番号等とする。  

 

(3) 別表第１に対応する番号等以降は、必要に応じて任意

の番号等を付す。  

 

(4) ただし、指定都市は、令和５年４月１日付で都道府県

知事から指定都市の長へ権限が移譲されることにより、

指 定 都 市 の 長 が 認 定 し た と み な さ れ る 保 安 機 関 に 対 し

て、指定都市の判断により、従前から付されている行政

庁を識別する番号等を使用することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０条  （認定の申請）関係  

１．様式第１２中「認定番号」とは、次のとおりとする。  

(1) 認定番号は９桁とし、１桁目及び２桁目は  、別表第

１に対応する番号とする。  

 

(2) ３桁目は、「Ａ」とする。ただし、認定業務を支庁等の

長に行わせている場合など、必要に応じて「Ａ」以外の

アルファベットを用いることを妨げない。  

(3) ４ 桁 か ら ７ 桁 目 ま で は 、 保 安 機 関 ご と に 付 す 番 号 と

し、２以上の保安機関に対して同一の番号を付すことが

ないようにする。  

(4) ８桁目及び９桁目は、別表第２による認定をした保安

業務区分に対応する記号とする。  
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(5) 保安業務区分に対応する記号は、別表第２による認定

をした保安業務区分に対応する記号とする。  

(6)  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 付 で 都 道 府 県 知 事 か ら 指 定 都 市 の

長へ権限が移譲されることに伴い、同一都道府県内の行

政庁は、２以上の保安機関に対して同一の認定番号を付

すことがないよう、十分関係自治体間の連絡を図られた

い。  

 

２．令和５年４月１日に施行されるこの通達の改正前に定め

られていた、様式第１２中「認定番号」とは、次のとおり。 

(1) 認定番号は９桁とし、１桁目及び２桁目は  、別表第

１（指定都市を除く）に対応する番号とする。  

(2) ３桁目は、「Ａ」とする。ただし、認定業務を支庁等の

長に行わせている場合など、必要に応じて「Ａ」以外の

アルファベットを用いることを妨げない。  

(3)  ４ 桁 か ら ７ 桁 目 ま で は 、 保 安 機 関 ご と に 付 す 番 号 と

し、２以上の保安機関に対して同一の番号を付すことが

ないようにする。  

(4) ８桁目及び９桁目は、別表第２による認定をした保安

業務区分に対応する記号とする。  

(5) 任意に１０桁目以降を定めることは妨げない。  

 

第１４０条、第１４１条、第１４２条（経済産業大臣に対す

る都道府県知事又は市長の報告）関係  

 本規定により、令第１３条第８項の規定に基づく経済産業

大臣への報告は、当該都道府県又は市の区域を管轄する経済

産業局長又は産業保安監督部長に対して行うこととなる。当

該報告を受けた経済産業局長又は産業保安監督部長は、すみ

やかに経済産業大臣に報告するものとする。  

なお、令第１４条第１０項、第１１項、第１２項及び第１

３項の規定に基づき経済産業局長又は産業保安監督部長が経

(5) 任意に１０桁目以降を定めることは妨げない。  

 

(6)［新設］  

 

 

 

 

 

２．［新設］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４０条、第１４１条、第１４２条（経済産業大臣に対す

る都道府県知事の報告）関係  

 本規定により、令第１３条第８項の規定に基づく経済産業

大臣への報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局

長又は産業保安監督部長に対して行うこととなる。当該報告

を受けた経済産業局長又は産業保安監督部長は、すみやかに

経済産業大臣に報告するものとする。  

なお、令第１４条第１０項、第１１項、第１２項及び第１

３項の規定に基づき経済産業局長又は産業保安監督部長が経
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済産業大臣の登録した液化石油ガス販売事業者の事業所への

立入検査等を実施した場合については、本規定に準じて取り

扱うものとする。  

 

別表第１  

経済産業省、産業保安監督部、都道府県又は指定都市 番号等 

北海道（札幌市を除く） ０１ 

札幌市 ０１ 

青森県 ０２ 

岩手県 ０３ 

宮城県（仙台市を除く） ０４ 

仙台市 ０４ 

秋田県 ０５ 

山形県 ０６ 

福島県 ０７ 

茨城県 ０８ 

栃木県 ０９ 

群馬県 １０ 

埼玉県（さいたま市を除く） １１ 

さいたま市 １１Ｓ 

千葉県（千葉市を除く） １２ 

千葉市 １２ 

東京都 １３ 

神奈川県（横浜市、川崎市、相模原市を除く） １４ 

横浜市 １４Ｈ 

済産業大臣の登録した販売事業所への立入検査等を実施した

場合については、本規定に準じて取り扱うものとする。  

 

 

別表第１  

経済産業省、産業保安監督部又は都道府県 番 号 

北海道 ０１ 

［新設］  

青森県 ０２ 

岩手県 ０３ 

宮城県 ０４ 

［新設］  

秋田県 ０５ 

山形県 ０６ 

福島県 ０７ 

茨城県 ０８ 

栃木県 ０９ 

群馬県 １０ 

埼玉県 １１ 

［新設］ ［新設］ 

千葉県 １２ 

［新設］ ［新設］ 

東京都 １３ 

神奈川県 １４ 

［新設］ ［新設］ 
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川崎市 １４Ｋ 

相模原市 １４Ｇ 

新潟県（新潟市を除く） １５ 

新潟市 １５Ｄ 

富山県 １６ 

石川県 １７ 

福井県 １８ 

山梨県 １９ 

長野県 ２０ 

岐阜県 ２１ 

静岡県（静岡市、浜松市を除く） ２２ 

静岡市 ２２ 

浜松市 ２２ 

愛知県（名古屋市を除く） ２３ 

名古屋市 ６２ 

三重県 ２４ 

滋賀県 ２５ 

京都府（京都市を除く） ２６ 

京都市 ２６ 

大阪府（大阪市、堺市を除く） ２７ 

大阪市 ２７ 

堺市 ２７ 

兵庫県（神戸市を除く） ２８ 

神戸市 ２８ 

［新設］ ［新設］ 

［新設］ ［新設］ 

新潟県 １５ 

［新設］ ［新設］ 

富山県 １６ 

石川県 １７ 

福井県 １８ 

山梨県 １９ 

長野県 ２０ 

岐阜県 ２１ 

静岡県 ２２ 

［新設］ ［新設］ 

［新設］ ［新設］ 

愛知県 ２３ 

［新設］ ［新設］ 

三重県 ２４ 

滋賀県 ２５ 

京都府 ２６ 

［新設］ ［新設］ 

大阪府 ２７ 

［新設］ ［新設］ 

［新設］ ［新設］ 

兵庫県 ２８ 

［新設］ ［新設］ 
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奈良県 ２９ 

和歌山県 ３０ 

鳥取県 ３１ 

島根県 ３２ 

岡山県（岡山市を除く） ３３ 

岡山市 ３３ 

広島県（広島市を除く） ３４ 

広島市 ７０ 

山口県 ３５ 

徳島県 ３６ 

香川県 ３７ 

愛媛県 ３８ 

高知県 ３９ 

福岡県（北九州市、福岡市を除く） ４０ 

北九州市 ４０ＫＩＴ 

福岡市 ４０ＦＵＫ 

佐賀県 ４１ 

長崎県 ４２ 

熊本県（熊本市を除く） ４３ 

熊本市 ８０ 

大分県 ４４ 

宮崎県 ４５ 

鹿児島県 ４６ 

沖縄県 ４７ 

奈良県 ２９ 

和歌山県 ３０ 

鳥取県 ３１ 

島根県 ３２ 

岡山県 ３３ 

［新設］ ［新設］ 

広島県 ３４ 

［新設］ ［新設］ 

山口県 ３５ 

徳島県 ３６ 

香川県 ３７ 

愛媛県 ３８ 

高知県 ３９ 

福岡県 ４０ 

［新設］ ［新設］ 

［新設］ ［新設］ 

佐賀県 ４１ 

長崎県 ４２ 

熊本県 ４３ 

［新設］ ［新設］ 

大分県 ４４ 

宮崎県 ４５ 

鹿児島県 ４６ 

沖縄県 ４７ 
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経済産業省 ５０ 

関東東北産業保安監督部東北支部 ５１ 

関東東北産業保安監督部 ５２ 

中部近畿産業保安監督部 ５３ 

中部近畿産業保安監督部近畿支部 ５４ 

中国四国産業保安監督部 ５５ 

中国四国産業保安監督部四国支部 ５６ 

九州産業保安監督部 ５７ 
 

経済産業省 ５０ 

関東東北産業保安監督部東北支部 ５１ 

関東東北産業保安監督部 ５２ 

中部近畿産業保安監督部 ５３ 

中部近畿産業保安監督部近畿支部 ５４ 

中国四国産業保安監督部 ５５ 

中国四国産業保安監督部四国支部 ５６ 

九州産業保安監督部 ５７ 
 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 
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○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について（２０２１０２０３保局第１号） 新旧対照表 

（改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に二重下線を付した規定

で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。） 

改正後 改正前 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基

準の運用について 

 

制定 令和３年２月２５日 ２０２１０２０３保局第１号 

改正 令和３年６月１８日 ２０２１０５３１保局第５号 

   令和５年３月３０日 ２０２３０３２０保局第１号 

令和５年３月３１日 ２０２３０３２４保局第１号 

 

１．総則  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

施行規則（以下「規則」という。）で定める機能性基準（規

則第１２条に規定する経済産業省令に定める液化石油ガスの

規格、規則第１４条に規定する貯蔵施設の技術上の基準、規

則第１６条に規定する販売の方法の基準、規則第１８条、第

１９条、第５３条及び第５４条に規定する供給設備（特定供

給設備を含む。）の技術上の基準、規則第４４条に規定する

消費設備の技術上の基準をいう。以下同じ。）への適合性評

価にあたっては、個々の事例毎に判断することとなるが、別

添の例示基準のとおりである場合には、当該機能性基準に適

合するものとする。  

 なお、例示基準によらない場合における基準の運用・解釈

を明らかにするため、関係指定都市（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指定都

市をいう。）、都道府県、産業保安監督部、高圧ガス保安協

会（以下「協会」という。）及びガス安全室による運用連絡

会を協会におくこととする。  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基

準の運用について 

 

制定 令和３年２月２５日 ２０２１０２０３保局第１号 

改正 令和３年６月１８日 ２０２１０５３１保局第５号 

 

 

 

１．総則  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

施行規則（以下「規則」という。）で定める機能性基準（規

則第１２条に規定する経済産業省令に定める液化石油ガスの

規格、規則第１４条に規定する貯蔵施設の技術上の基準、規

則第１６条に規定する販売の方法の基準、規則第１８条、第

１９条、第５３条及び第５４条に規定する供給設備（特定供

給設備を含む。）の技術上の基準、規則第４４条に規定する

消費設備の技術上の基準をいう。以下同じ。）への適合性評

価にあたっては、個々の事例毎に判断することとなるが、別

添の例示基準のとおりである場合には、当該機能性基準に適

合するものとする。  

なお、例示基準によらない場合における基準の運用・解釈

を明らかにするため、関係都道府県、産業保安監督部、高圧

ガス保安協会（以下「協会」という。）及びガス安全室によ

る運用連絡会を協会におくこととする。  

 


